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対応方針（原案）

対応方針（原案）
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那賀川直轄河川改修事業（加茂地区の改修方式について）

３案のうち、「コスト」について最も有利な案は、「①築堤を中心とする案 那賀川本川築堤＋加茂谷川バック堤防」 であ
り、他の評価項目でも当該評価を覆すほどの要素がないと考えられるため、案①による対策が妥当

①築堤を中心とする案
那賀川本川築堤＋加茂谷川バック堤防

②築堤を中心とする案
那賀川本川築堤＋樋門＋排水機場

⑧輪中堤、宅地嵩上げを中心とする案
加茂地区輪中堤＋宅地嵩上げ

治水安全度
（平成26年台風11号洪水
に対する被害軽減効果）

・目標とする治水安全度を確保
浸水家屋数 189戸 →0戸

・対策効果は、事業完了後発現

・目標とする治水安全度を確保
浸水家屋数 189戸 →0戸

・対策効果は、事業完了後発現

・目標とする治水安全度を確保
浸水家屋数 189戸 →0戸

・対策効果は、順次発現

コスト 完成までに要する費用
・約64億円

完成までに要する費用
・約125億円

完成までに要する費用
・約67億円

実現性 ・築堤は地元要望であることから、⑧輪中堤、宅
地嵩上げを中心とする案に比べて実現性が高い。
・築堤に伴い、2戸の家屋補償、農地の用地買収
が必要となるが事業実施の大きな障害にならない。
・法制度上、技術上の観点から実現性の隘路とな
る要素はない。

・築堤は地元要望であることから、⑧輪中堤、宅地
嵩上げを中心とする案に比べて実現性が高い。
・築堤に伴い、2戸の家屋補償、農地の用地買収が
必要となるが事業実施の大きな障害にならない。
・法制度上、技術上の観点から実現性の隘路となる
要素はない。

・輪中堤に19軒の住家等の立ち退き、併せて21軒
の宅地嵩上げも必要であり、地域社会に与える影
響が大きい。
・法制度上、技術上の観点から実現性の隘路となる
要素はない。

持続性 ・堤防は除草等が必要であるが、管理実績もあり、
適切な維持管理により持続可能である。

・堤防は除草等が必要であるが、管理実績もあり、
適切な維持管理により持続可能である。
・排水機場はポンプ設備等の機器の更新が必要で
あるが、管理実績もあり、適切な維持管理により持
続可能である。

・輪中堤は除草等が必要であるが、管理実績もあり、
適切な維持管理により持続可能である。
・宅地嵩上げ後の維持管理は、土地所有者に委ね
られる。

柔軟性 ・堤防の更なる嵩上げは、新たな家屋補償、橋梁
の架け替えが発生するが限定的であり、一定程
度の柔軟な対応が可能である。

・堤防の更なる嵩上げは、新たな家屋補償が発生
するが限定的であり、一定程度の柔軟な対応が可
能である。

・輪中堤の更なる嵩上げは技術的に可能であるが、
土地所有者の協力が必要となると想定され、新た
な家屋補償も発生するため、柔軟に対応することは
容易ではない。

地域社会への影響 ・整備地と受益地が一致するため地域間の利害
の不衝平は生じない。
・治水安全度の向上が地域振興に資すると考えら
れる。

・整備地と受益地が一致するため地域間の利害の
不衝平は生じない。
・治水安全度の向上が地域振興に資すると考えら
れる。

・整備地と受益地が一致するため地域間の利害の
不衝平は生じない。
・治水安全度の向上による地域振興に資するが、
農地浸水は解消できないため他案には劣ると考え
られる。

環境への影響 ・本川築堤、加茂谷川バック堤防により景観が変
化するが、影響は限定的と考えられる。
・支川の付け替えで生息場が改変を受ける可能
性があるが環境保全措置を実施することで影響を
緩和できる。

・本川築堤により景観が変化するが、影響は限定
的と考えられる。

・住家の近隣に輪中堤ができるため、景観の変化
が大きく、住環境への影響が懸念される。

総合評価 ○ × ×




